
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

財政部　財産管理活用課

本庁舎における物品の販売等の許可

徳島市庁舎等管理規則

第８条第２項

（電話　６２１－５０５２）

１　庁舎等又はその構内においては、物品の販売その他これに類する行為をしては

　ならない。ただし、庁舎責任管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。

２　１のただし書の規定により、庁舎責任管理者の許可を受けようとする者（以下

　「申請人」という。）は、所定の申請書に必要事項を記入し、その見本又はひな

　型を添えて庁舎責任管理者に提出しなければならない。。

３　庁舎責任管理者は、２の許可を与えたときは、当該申請人に対して、許可書を

　交付するものとする。この場合において、必要と認めるときは、庁舎責任管理者

　はその許可に必要な条件をつけることができる。

　

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）

標準処理期間 総日数　　　　　１５日（休日を除く・休日を含む）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）
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